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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

質
問
主
意
書 

一
九
九
二
年
に
予
定
さ
れ
る
英
国
、
仏
国
か
ら
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
九
の
海
上
輸
送
に
関
す
る 

平
成
元
年
十
二
月
二
十
五
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

田 

村 
 

元 

殿 

 

提 

出 

者 
 

上 

田 
 

哲 

 

一 

 



 

一 

政
府
は
十
二
月
十
九
日
の
関
係
閣
僚
会
議
を
も
っ
て
、
一
九
九
二
年
の
英
・
仏
か
ら
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
海
上

輸
送
に
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
を
新
造
し
て
そ
の
護
衛
に
当
た
ら
せ
る
旨
を
決
定
し
た
と
発
表
し
た
。 

右
に
つ
い
て
、
国
民
の
関
心
は
高
く
、
政
府
方
針
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
す
る
意
見
も
多
い
。
将
来
へ
の
不
分

明
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
速
や
か
に
疑
念
を
解
明
す
べ
き
と
考
え
る
。 

二 

右
に
関
し
、
十
月
五
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
海
部
首
相
は
「
護
衛
船
」
の
派
遣
と
述
べ
、
十
月
三
十
一
日
、
衆 

こ
の
決
定
は
、
将
来
、
巡
視
船
に
加
え
て
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
の
派
遣
を
再
検
討
す
る
確
認
を
内
包
す
る

も
の
か
ど
う
か
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

質
問
主
意
書 

一
九
九
二
年
に
予
定
さ
れ
る
英
国
、
仏
国
か
ら
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
九
の
海
上
輸
送
に
関
す
る 

 

三 

 



 

 

四 

議
院
決
算
委
員
会
に
お
い
て
福
田
外
務
省
条
約
局
長
は
「
護
衛
船
に
は
理
論
的
に
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
を
含
む
」

と
の
答
弁
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
答
弁
経
緯
は
第
一
項
の
疑
念
を
裏
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
か
。 

理
論
的
に
護
衛
艦
を
含
む
と
の
解
釈
に
立
つ
と
し
て
も
、
政
府
は
政
策
的
に
こ
れ
を
採
ら
な
い
と
の
方
針
を

十
二
月
十
九
日
の
決
定
で
明
ら
か
に
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。 

三 

十
二
月
十
九
日
の
関
係
閣
僚
会
議
で
、
「
将
来
、
巡
視
船
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
が
想
定
さ
れ
る

場
合
」
に
は
、
護
衛
艦
派
遣
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
「
将
来
、
巡
視
船
で
は
対
応
で
き

な
い
よ
う
な
事
態
」
、
「
将
来
、
巡
視
船
の
派
遣
を
超
え
る
対
応
が
必
要
と
な
る
事
態
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態

か
。 

右
質
問
す
る
。 

 


